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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極を覆うように絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜表面の前記ゲート電極と重なる領域に有機溶剤を塗布し、
　前記絶縁膜表面に、前記有機溶剤が塗布され且つ残存する領域から前記有機溶剤が塗布
されない領域にわたり、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の導電性の微粒子が有機溶媒に
分散した第１及び第２の流動体を液滴吐出法により吐出し、
　前記有機溶剤が塗布された領域が、前記有機溶剤が塗布されない領域よりも前記絶縁膜
表面における前記第１及び第２の流動体のぬれ性が高いことに起因して、前記第１の流動
体の端部は凹状に湾曲し、前記第２の流動体の端部は前記凹状の湾曲に沿うよう凸状に湾
曲し、両端部が湾曲した隙間を介して隣り合うように前記絶縁膜表面を広がり、
　前記第１及び第２の流動体を硬化させることによってソース電極及びドレイン電極を形
成し、
　前記ゲート電極と重なる領域で且つ前記ソース電極及び前記ドレイン電極間に挟まれた
領域において前記絶縁膜と接すると共に、前記ソース電極及び前記ドレイン電極と接する
ように半導体膜を形成することを特徴とする半導体素子を備えた表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記半導体膜は非晶質半導体、微結晶半導体、及び有機半導体のいずれかを用いて形成
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されることを特徴とする半導体素子を備えた表示装置の製造方法。
【請求項３】
　基板上にゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極を覆うように絶縁膜を形成し、
　前記絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、
　前記第１の半導体膜上にｎ型不純物又はｐ型不純物を含む第２の半導体膜を形成し、
　前記第２の半導体膜表面の前記ゲート電極と重なる領域に有機溶剤を塗布し、
　前記第２の半導体膜表面に、前記有機溶剤が塗布され且つ残存する領域から前記有機溶
剤が塗布されない領域にわたり、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の導電性の微粒子が有
機溶媒に分散した第１及び第２の流動体を液滴吐出法により吐出し、
　前記有機溶剤が塗布された領域が、前記有機溶剤が塗布されない領域よりも前記第２の
半導体膜表面における前記第１及び第２の流動体のぬれ性が高いことに起因して、前記第
１の流動体の端部は凹状に湾曲し、前記第２の流動体の端部は前記凹状の湾曲に沿うよう
凸状に湾曲し、両端部が湾曲した隙間を介して隣り合うように前記第２の半導体膜表面を
広がり、
　前記第１及び第２の流動体を硬化させることによってソース電極及びドレイン電極を形
成し、
　前記ソース電極及びドレイン電極をマスクとして、前記第２の半導体膜をエッチングし
てソース領域及びドレイン領域を形成することを特徴とする半導体素子を備えた表示装置
の製造方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記第１の半導体膜は非晶質半導体、及び微結晶半導体のいずれかを用いて形成される
ことを特徴とする半導体素子を備えた表示装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記液滴吐出法はインクジェット技術を用いた方法であることを特徴とする半導体素子
を備えた表示装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記導電性の微粒子は、金、銀、銅、金と銀との合金、金と銅との合金、銀と銅との合
金、金と銀と銅との合金、及び導電酸化物のいずれかを主成分とする微粒子であることを
特徴とする半導体素子を備えた表示装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記有機溶剤は沸点が１５０℃を超え、且つ３００℃を超えないものであることを特徴
とする半導体素子を備えた表示装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記有機溶剤はテトラデカン、デカノール、及びオクタノールのいずれかであることを
特徴とする半導体素子を備えた表示装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記有機溶媒と前記有機溶剤とは同じ材料でなることを特徴とする半導体素子を備えた
表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示する発明は、直接描画プロセスによる半導体素子を備えた表示装置の製
造方法、及びその方法によって得られた表示装置、並びにその表示装置を搭載した電子機
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器に関するものである。本明細書において、半導体素子とは、薄膜トランジスタを含むも
のとする。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置に使用される、非晶質シリ
コン薄膜トランジスタ及び多結晶シリコン薄膜トランジスタを製造するために、複数枚の
フォトマスクが用いられ、フォトリソグラフィー工程が複数回繰り返される。
【０００３】
　薄膜トランジスタを製造する現場では、フォトマスクの枚数を減らし、フォトリソグラ
フィー工程を削減することが強く求められている。そこで、フォトリソグラフィー工程の
代替として、特許文献１及び特許文献２に記載されているように、インクジェット技術な
どを用いた液滴吐出によって、配線パターン及び膜パターンを形成する直接描画が検討さ
れている。この直接描画による方法を用いることにより、フォトリソグラフィー工程を必
要とせずにパターンを形成することができるので、フォトマスクの枚数を減らすことがで
きる。
【０００４】
　ところで、チャネル長（通常Ｌで示す）に対するチャネル幅（通常Ｗで示す）、即ちＷ
／Ｌを大きくすることによって、薄膜トランジスタのオン電流を高く、動作速度を高くで
きることが知られている。つまり、チャネル幅Ｗを大きくする、又はチャネル長Ｌを短く
することによって、薄膜トランジスタのオン電流を高くし、動作速度を高くすることがで
きる。
【０００５】
　フォトリソグラフィー工程により薄膜トランジスタを製造する場合、例えば、マスクパ
ターンを変更したフォトマスクを使用することによって、チャネル長Ｌを短くできると共
にチャネル幅Ｗを大きくすることができる。しかし、液滴吐出による直接描画で薄膜トラ
ンジスタを製造する場合、複雑な工程なしにチャネル長を短くする又はチャネル幅を大き
くする方法は、未だ確立されているとはいえない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本明細書に開示する発明は、半導体素子を備えた表示装置の製造工程において、直接描
画プロセスを用いてフォトリソグラフィー工程を削減し、且つオン電流や動作速度の高い
半導体素子を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　電極又は配線を形成するために、金属の微粒子を含有し当該微粒子が凝集することなく
所定の有機溶媒中に均一に分散した流動体（液体又はペースト）を、インクジェット技術
などを用いて吐出させ、２つの直線を描画した。その際、２つの直線同士が互いに繋がら
ないように描画すると、その２つの直線を構成するそれぞれの流動体同士は、互いに弾く
という現象がみられた。この現象は、本発明者が経験上見出したものである。
【０００８】
　また、上記流動体のぬれ性を高くする溶剤を所定の領域に塗布し、その溶剤が塗布され
た領域から塗布されない領域にわたって上記流動体を吐出させたとき、その溶剤が塗布さ
れた領域では塗布されない領域よりも吐出した流動体が広がる現象がみられた。これは、
上記溶剤が塗布された領域において、塗布されない領域よりも流動体のぬれ性が高くなっ
たためである。
【０００９】
　ぬれ性は、固体表面に対する流動体の接触角によって評価され、接触角が小さいほど流
動体のぬれ性が高いことになる。本明細書において、ぬれ性が高いとは、固体表面に対す
る流動体の接触角が９０°より小さい場合をいう。即ち、上記溶剤が塗布された領域では
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、流動体の接触角は９０°より小さくなっている。また、本明細書に開示する発明では、
上記溶剤が塗布された領域の方が、上記溶剤が塗布されない領域よりも、流動体の接触角
が小さくなっていればよいものとする。
【００１０】
　これらの現象を利用し、チャネル幅Ｗを大きくし、チャネル長Ｌを短くした、半導体素
子の１つである薄膜トランジスタを作製することができる。
【００１１】
　本明細書に開示する発明の１つは、
　基板上に形成されたゲート電極又は配線と、
　前記ゲート電極又は配線を覆うように形成された絶縁膜と、
　前記絶縁膜上に形成されたソース及びドレイン電極と、
　前記ソース及びドレイン電極間に挟まれた湾曲部において前記絶縁膜と接すると共に、
該ソース及びドレイン電極と接するように形成された半導体膜とを有し、
　前記湾曲部は前記絶縁膜を介して前記ゲート電極又は配線上にあり、
　前記湾曲部を介して隣り合う、前記ソース及びドレイン電極それぞれの端部は、一方は
凹状に湾曲し他方は凸状に湾曲してなることを特徴とする半導体素子を備えた表示装置で
ある。
【００１２】
　本明細書に開示する他の発明は、
　基板上に形成されたゲート電極又は配線と、
　前記ゲート電極又は配線を覆うように形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成された島状の第１の半導体膜と、
　前記第１の半導体膜上に形成されたｎ型不純物又はｐ型不純物を含む第２の半導体膜で
なるソース及びドレイン領域と、
　前記ソース及びドレイン領域上から前記ゲート絶縁膜上にわたって形成されたソース及
びドレイン電極とを有し、
　前記ソース及びドレイン電極間に挟まれ且つ前記ソース及びドレイン領域間に挟まれた
湾曲部を有し、
　前記湾曲部は前記絶縁膜及び前記第１の半導体膜を介して前記ゲート電極又は配線上に
あり、
　前記湾曲部を介して隣り合う、前記ソース及びドレイン電極それぞれの端部は、一方は
凹状に湾曲し他方は凸状に湾曲してなり、
　前記湾曲部を介して隣り合う、前記ソース及びドレイン領域それぞれの端部は、前記ソ
ース及びドレイン電極それぞれの端部と同じ形状であることを特徴とする半導体素子を備
えた表示装置である。
【００１３】
　本明細書に開示する他の発明は、
　基板上にゲート電極又は配線を形成する工程と、
　前記ゲート電極又は配線を覆うように絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜表面の少なくとも前記ゲート電極又は配線の一部と重なる領域に有機溶剤を
塗布する工程と、
　前記絶縁膜表面に、前記有機溶剤が塗布され且つ残存する領域から前記有機溶剤が塗布
されない領域にわたり、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の導電性の微粒子が有機溶媒に
分散した流動体を液滴吐出法により吐出させる工程と、
　前記流動体を焼成して硬化させることによってソース及びドレイン電極を形成する工程
と、
　前記ソース及びドレイン電極間に挟まれた湾曲部において前記絶縁膜と接すると共に、
該ソース及びドレイン電極と接するように半導体膜を形成する工程とを有し、
　前記有機溶剤は、該有機溶剤が塗布されない領域よりも前記絶縁膜表面における前記流
動体のぬれ性を高めるために塗布され、
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　前記湾曲部を介して隣り合う、前記ソース及びドレイン電極それぞれの端部は、一方は
凹状に湾曲し他方は凸状に湾曲して形成されることを特徴とする半導体素子を備えた表示
装置の製造方法である。
【００１４】
　本明細書に開示する他の発明は、
　基板上にゲート電極又は配線を形成する工程と、
　前記ゲート電極又は配線を覆うようにゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を形成する工程と、
　前記第１の半導体膜上にｎ型不純物又はｐ型不純物を含む第２の半導体膜を形成する工
程と、
　前記第１の半導体膜及び前記第２の半導体膜をパターニングして島状とする工程と、
　前記島状の第２の半導体膜表面の少なくとも前記ゲート電極又は配線の一部と重なる領
域に有機溶剤を塗布する工程と、
　前記有機溶剤が塗布され且つ残存する領域から前記有機溶剤が塗布されない前記ゲート
絶縁膜の表面にわたり、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の導電性の微粒子が有機溶媒に
分散した流動体を液滴吐出法により吐出させる工程と、
　前記流動体を焼成して硬化させることによってソース及びドレイン電極を形成する工程
と、
　前記ソース及びドレイン電極をマスクとして、前記第２の半導体膜をドライエッチング
してソース及びドレイン領域を形成する工程とを有し、
　前記有機溶剤は、前記有機溶剤が塗布されない領域よりも前記第２の半導体膜表面にお
ける前記流動体のぬれ性を高めるために塗布され、
　前記ソース及びドレイン電極を形成する工程と前記ソース及びドレイン領域を形成する
工程によって、前記ソース及びドレイン電極間に挟まれ且つ前記ソース及びドレイン領域
間に挟まれた湾曲部が形成され、
　前記湾曲部を介して隣り合う、前記ソース及びドレイン電極それぞれの端部は、一方は
凹状に湾曲し他方は凸状に湾曲して形成され、
　前記湾曲部を介して隣り合う、前記ソース及びドレイン領域それぞれの端部は、前記ソ
ース及びドレイン電極それぞれの端部と同じ形状に形成されることを特徴とする半導体素
子を備えた表示装置の製造方法である。
【発明の効果】
【００１５】
　本明細書に開示する発明により、半導体素子のチャネル幅Ｗを大きくし、チャネル長Ｌ
を短くすることを容易に実現することができる。本明細書に開示する発明により、オン電
流、動作速度の高い半導体素子を、フォトリソグラフィー工程なしに又はフォトリソグラ
フィー工程を削減して製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に記載する実施の形態１乃至４では、半導体素子である薄膜トランジスタの製造工
程、及び製造された薄膜トランジスタについて説明する。
【００１７】
（実施の形態１）
　図１（Ａ）に示すように、基板１０１上にゲート電極（配線）１０２を形成する。図１
（Ａ）では、ゲート電極（配線）１０２の断面形状は凸状であるように示したが、凸状に
限定されるわけではない。基板は、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板のいずれで
もよい。ゲート電極（配線）１０２の形成方法として、流動体の液滴を微細な孔から吐出
させて所定の形状のパターンを形成する方法（以下、本明細書では液滴吐出法という）を
用いた例を以下に示す。インクジェット技術を用いた方法は、液滴吐出法の代表例である
。本明細書に記載する液滴吐出法は、インクジェット技術を用いた方法に必ずしも限定さ
れない。
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【００１８】
　粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の導電性の微粒子を含有し当該微粒子が溶媒中に分散
した流動体（液体又はペースト）を、所定の形状になるように、基板上に例えばインクジ
ェットヘッドから吐出させる。本実施の形態では、流動体を直線状に吐出させた。その後
、吐出した流動体を焼成して硬化させることによって、ゲート電極が形成される。硬化後
、形成されるゲート電極の上面が窪んで、その断面が凹状になることがあるが、特に問題
はない。
【００１９】
　流動体を完全に硬化するため、１５０℃以上の焼成温度が必要である。しかし、流動体
中に含まれる導電性の微粒子が銀を主成分とする微粒子である場合、焼成温度が３００℃
を越えると、緻密性が失われ、多孔で、表面が荒れた状態になる。そのため、３００℃を
超えない温度でなければならない。焼成時間は１時間でよいが、流動体が完全に硬化する
のであれば、必ずしも１時間に限定されない。
【００２０】
　上記流動体は、導電性の微粒子が溶媒中に凝集することなく均一に分散していることが
必要条件である。例えば、特開２００２－２９９８３３号公報又は特開２００２－３２４
９６６号公報に記載されている導電性金属ペーストは、この条件を満たしている。流動体
中に含まれる導電性の微粒子として、上述した銀を主成分とする微粒子が挙げられるが、
焼成後に電極や配線として使用可能ならば、銀に限定されない。例えば、金、銅、金と銀
の合金、金と銅の合金、銀と銅の合金、金と銀と銅の合金のいずれかを主成分とする微粒
子でもよい。また、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）などの導電性酸化物を主成分とする微
粒子でもよい。
【００２１】
　ゲート電極（配線）１０２を形成する他の方法として、公知のスパッタ法又は真空蒸着
法を用いる方法でもよい。また、液滴吐出法の代わりに、スクリーン印刷法によってゲー
ト電極（配線）１０２を形成してもよい。
【００２２】
　次に、図１（Ｂ）に示すように、ゲート電極（配線）１０２上及び基板１０１上にゲー
ト絶縁膜１０３を形成する。ゲート絶縁膜１０３として、例えば、ポリイミド膜を用いる
ことができる。ポリイミド膜は、スピンコート法により形成することができ、スピンコー
ト後に２００℃を超えない温度、具体的には１８０℃で１時間焼成を行うことによって形
成される。スピンコート法の代わりに、液滴吐出法を用いて、ポリイミド膜を形成するこ
ともできる。ポリイミド膜の代わりに他の有機樹脂膜でもよく、酸化珪素、窒化珪素のよ
うな無機絶縁膜でもよい。
【００２３】
　図１（Ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜１０３の表面の領域１０４に有機溶剤を塗布す
る。領域１０４とは、少なくともゲート電極（配線）１０２の一部と重なる領域であり、
ゲート絶縁膜１０３表面の少なくともゲート電極（配線）１０２上の領域である。図２（
Ａ）に、ゲート電極（配線）１０２と領域１０４との関係を図示するために、上面図で示
す。有機溶剤を塗布する方法として、前述の液滴吐出法を用いることができる。
【００２４】
　塗布する有機溶剤は、室温で容易に揮発しないテトラデカン、デカノール、オクタノー
ルのような沸点が１５０℃を超える高沸点溶剤がよい。ただし、有機溶剤を塗布した後に
、後述するように流動体を焼成してソース及びドレイン電極を形成したとき、上記有機溶
剤が極力残留しないようにしたい。そのため、塗布する有機溶剤は沸点が３００℃を超え
ないものが望ましい。一方、塗布後すぐに乾いてしまう、アセトン、エタノールのような
、沸点が１００℃以下の低沸点溶剤は、本明細書に開示する発明には不適当である。
【００２５】
　また、ソース及びドレイン電極を形成するために使用する流動体に含まれる有機溶媒と
同じものを、領域１０４に塗布する有機溶剤として使用することによって、確実にその流
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動体のぬれ性を高くすることができる。
【００２６】
　例えば、導電性の微粒子がテトラデカン中に分散した流動体を用いる場合はテトラデカ
ンを領域１０４に塗布し、導電性の微粒子がデカノール中に分散した流動体を用いる場合
はデカノールを領域１０４に塗布するということである。しかし、領域１０４に塗布する
有機溶剤は、上記流動体のぬれ性を高めることができる高沸点溶剤であればよいので、必
ずしも上記流動体に含まれる有機溶媒と同じものである必要はない。
【００２７】
　上述のように有機溶剤を塗布したら、その有機溶剤が領域１０４に残存した状態で、再
び液滴吐出法を用いて、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の導電性の微粒子を含有し当該
微粒子が有機溶媒に分散した流動体（液体又はペースト）を吐出させ、所定の形状になる
ように描画する。その流動体としては、ゲート電極（配線）１０２の形成時に使用したも
のと同じものを使用すればよい。
【００２８】
　描画後の状態を図２（Ｂ）に上面図で示す。図２（Ｂ）に２０１、２０２で示すのは、
焼成することによって硬化し、ソース及びドレイン電極になる流動体である。流動体２０
１、２０２はそれぞれ、有機溶剤が塗布され且つその有機溶剤が残存する領域１０４から
塗布されない領域にわたるように吐出させた状態を示す。流動体２０１、２０２は、領域
１０４では、有機溶剤が塗布されない領域よりもぬれ性が高いため、ゲート絶縁膜１０３
の表面に沿う方向に広がる。
【００２９】
　流動体２０１、２０２は、領域１０４において上記のように広がる。しかし、そのこと
によって流動体２０１、２０２同士が接近しても、両者は互いに弾くため繋がることはな
い。
【００３０】
　その後、流動体２０１、２０２を、１５０℃以上の温度で所定の時間焼成して硬化させ
ることによって、図１（Ｄ）に示すソース及びドレイン電極１０５、１０６が形成される
。焼成後、領域１０４に塗布した有機溶剤は残留していないことが望ましい。
【００３１】
　次に、図１（Ｅ）に示すように、半導体膜１０７を形成する。半導体膜１０７として、
例えばベンゼン環が５つ直線的につながった形状をもつｐ型の有機半導体であるペンタセ
ンを、メタルマスクを用いて蒸着する。図１（Ｅ）に示すように、半導体膜１０７は、ソ
ース及びドレイン電極１０５、１０６の間にゲート絶縁膜１０３と接するように形成され
ると共に、ソース及びドレイン電極１０５、１０６とも接するように形成される。
【００３２】
　蒸着の代わりに、液滴吐出法又はスクリーン印刷法を用いてペンタセンを形成してもよ
い。ペンタセンの代わりに、他の有機半導体を用いてもよい。ペンタセンのような有機半
導体でなく、シリコン膜を公知のＣＶＤ法により形成し、半導体膜１０７としてもよい。
この場合のシリコン膜の結晶性は、特に限定されない。
【００３３】
　図２（Ｃ）は、ソース及びドレイン電極１０５、１０６の形状を示す上面図である。チ
ャネル長Ｌとチャネル幅Ｗを図２（Ｃ）に矢印で示す。ゲート電極（配線）１０２上にお
いてソース及びドレイン電極１０５、１０６の間に挟まれた湾曲部（湾曲した隙間）が存
在する。チャネル長Ｌはその湾曲した隙間の幅（その幅が均一でない場合は、その幅の平
均値）に相当し、チャネル幅Ｗはその湾曲した隙間の湾曲に沿った長さに相当する。
【００３４】
　上記湾曲部（湾曲した隙間）を介して隣り合う、ソース及びドレイン電極１０５、１０
６それぞれの端部２０３、２０４は、一方は凹状に湾曲し、他方は凸状に湾曲している。
そして、一方の端部の凹状の湾曲に沿うように、他方の端部は凸状に湾曲している。
【００３５】
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　基板としてガラス基板を用い、銀を主成分とする微粒子を含有し当該微粒子がテトラデ
カン中に分散した流動体を使用して液滴吐出法により形成したソース及びドレイン電極並
びにゲート電極を用い、ゲート絶縁膜として厚さが１２０ｎｍのポリイミド膜を用い、半
導体膜として厚さが５０ｎｍのペンタセン膜を用いて形成した薄膜トランジスタの上面写
真を、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示す。これらの写真から、ゲート電極と、その上に形
成されたソース電極、ドレイン電極の存在が判別できる。
【００３６】
　図３（Ａ）は、本実施の形態にしたがって形成された薄膜トランジスタであり、ソース
電極及びドレイン電極を形成する前に、ポリイミド膜表面の少なくともゲート電極と重な
る領域に、液滴吐出法を用いてテトラデカンを吐出させる工程を伴う場合である。図３（
Ｂ）は比較例であり、ポリイミド膜表面にテトラデカンを吐出させる上記工程を省略して
形成された薄膜トランジスタである点で図３（Ａ）と異なる。
【００３７】
　図３（Ａ）に示す薄膜トランジスタはチャネル幅Ｗが３５０μｍでチャネル長Ｌが５０
μｍ（Ｗ／Ｌ＝３５０／５０）であり、図３（Ｂ）に示す薄膜トランジスタはチャネル幅
Ｗが１００μｍでチャネル長Ｌが３００μｍ（Ｗ／Ｌ＝１００／３００）である。図３（
Ａ）に示す薄膜トランジスタの方が、明らかにチャネル長Ｌは短くチャネル幅Ｗは大きく
なっているため、図３（Ｂ）よりも薄膜トランジスタのオン電流、動作速度が高くなる。
【００３８】
　図４に、図３（Ａ）に示す薄膜トランジスタと図３（Ｂ）に示す薄膜トランジスタの、
ゲート電圧ＶGを横軸にドレイン電流ＩDを縦軸に表したＶG－ＩD特性を、ドレイン電圧Ｖ

Dが－３Ｖ及び－５Ｖそれぞれのときについて測定した結果を示す。半導体膜としてペン
タセンを用いたｐチャネル型の薄膜トランジスタを測定したので、ドレイン電流ＩDは実
際はマイナスの値となるため、図４では縦軸を－ＩDで表している。
【００３９】
　ＶG≦－３Ｖの範囲に注目すると、－ＩDの値は、Ｗ／Ｌ＝３５０／５０の薄膜トランジ
スタの方がＷ／Ｌ＝１００／３００の薄膜トランジスタよりも大きい結果となった。この
結果は、前者の薄膜トランジスタの方が後者よりもオン電流が高いことを示している。
【００４０】
　本実施の形態に限らず本明細書に開示する発明は、非晶質半導体、微結晶半導体、有機
半導体をチャネル形成領域に用いた、移動度の低い薄膜トランジスタを形成する場合に適
している。これらの半導体材料を用いた薄膜トランジスタは、通常は移動度が５ｃｍ2／
Ｖｓｅｃ以下と低いため、オン電流を高くするために、Ｗ／Ｌが大きくなるように設計し
なければならないからである。本明細書に開示する発明は、上記半導体を用いた薄膜トラ
ンジスタのみならず、多結晶シリコンをチャネル形成領域に用いた薄膜トランジスタの場
合にも、薄膜トランジスタのオン電流や動作速度を高くすることに寄与する。
【００４１】
　また、本実施の形態に限らず本明細書に開示する発明は、液晶表示装置などの表示装置
に適用する場合に適している。流動体のぬれ性を高める有機溶剤を、例えばゲート電極（
配線）と重なる領域からはみ出さないようにゲート絶縁膜に塗布することによって、ゲー
ト電極と重ならない領域では流動体が広がらない。そのため、その流動体を硬化させて形
成されたソース及びドレイン電極は、有機溶剤が塗布されない、ゲート電極と重ならない
領域で、幅広く太くなることはない。したがって、開口率を低下させずに、薄膜トランジ
スタのチャネル幅Ｗを大きくすることができる。ゲート電極が形成された領域では光は透
過せず遮られるので、当該領域に重なる領域でのみソース及びドレイン電極が幅広くなっ
ても、開口率に影響しないからである。
【００４２】
　また、本実施の形態にしたがって、フォトリソグラフィー工程及びそれに伴って使用さ
れるフォトマスクなしに、薄膜トランジスタを製造することができる。
【００４３】
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（実施の形態２）
　本実施の形態では、実施の形態１とは異なり、半導体膜としてペンタセンのような有機
半導体を使用せず、シリコンなどの半導体膜を用いる。
【００４４】
　図５（Ａ）に示すように、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板いずれかの基板５
０１上にゲート電極（配線）５０２を形成する。ゲート電極（配線）５０２の形成法は、
実施の形態１に示したように、液滴吐出法を用いればよい。もちろんその他の方法で形成
してもよい。
【００４５】
　次に、ゲート絶縁膜の第１の層５０３として、シリコンと酸素との結合で骨格構造が構
成された膜（以下、本明細書では耐熱性平坦化膜という）を形成する。耐熱性平坦化膜は
、有機樹脂膜よりも耐熱性が高く、ゲート電極（配線）５０２と基板５０１を覆うように
スピンコート法などによりシロキサン系ポリマーを塗布し、焼成して得られる。スピンコ
ート法の代わりに、液滴吐出法を用いて、シロキサン系ポリマーを塗布してもよい。第１
の層５０３の膜厚は、例えば１００ｎｍとする。また、第１の層５０３として、ＣＶＤ法
により窒化珪素膜、酸化珪素膜、又は酸化窒化珪素膜を形成してもよい。
【００４６】
　さらに、ゲート絶縁膜の第２の層５０４として、第１の層５０３上に窒化珪素膜をＣＶ
Ｄ法により形成する。第２の層５０４の膜厚は、例えば２００ｎｍとする。また、第２の
層５０４の形成法は、他の方法で形成してもよく、ＣＶＤ法に限定されない。また、第２
の層５０４は窒化珪素膜に限定されず、例えば酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜でもよい。た
だし、第２の層は５０４は、第１の層５０３と異なる材料で形成する。なお、上記のよう
に２層でなく、１層のみでゲート絶縁膜を形成してもよい。
【００４７】
　図５（Ｂ）に示すように、第１の半導体膜５０５を形成する。ゲート絶縁膜の第２の層
５０４上に、シラン（ＳｉＨ4）などの原料ガスを用いて、ＣＶＤ法により非晶質半導体
膜を形成し、第１の半導体膜５０５とする。形成された非晶質半導体膜を結晶化すること
によって、結晶性半導体膜としてもよい。
【００４８】
　非晶質半導体膜を結晶化する方法の具体例を示す。まず、非晶質半導体膜として非晶質
シリコン膜をＣＶＤ法により形成する。その後、シリコン膜の結晶化を助長する金属元素
、例えばニッケルを含む溶液を上記非晶質シリコン膜に塗布した後、炉でその非晶質シリ
コン膜を例えば５５０℃、４時間加熱して固相成長させる。
【００４９】
　形成された結晶性シリコン膜には上記金属元素を含んでいるので、これを除去するため
ゲッタリングと呼ばれる処理を行う。すなわち、形成された結晶性シリコン膜表面の酸化
膜を除去した後、リンを含む非晶質シリコン膜を少なくとも１層、例えば２層形成し、炉
で再び加熱して上記金属元素を結晶性シリコン膜からリンを含む非晶質シリコン膜へ拡散
させる。加熱条件は、例えば上記固相成長と同じでよい。こうして、金属元素の濃度を低
減させた結晶性シリコン膜が得られる。
【００５０】
　上記のような固相成長とゲッタリングを組み合わせた方法以外に、非晶質半導体膜にレ
ーザービームを照射する方法、非晶質半導体膜に高速熱アニール（ＲＴＡと称する）を施
す方法、これら３つの方法のいずれかを適宜組み合わせた方法によって、非晶質半導体膜
を結晶化してもよい。
【００５１】
　第１の半導体膜５０５として、いわゆる微結晶半導体膜でもよい。微結晶半導体膜とは
、非晶質構造と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）との中間的な構造を有し、短距離秩序
を持ち格子歪みを有する結晶質な領域を含んでいる。少なくとも膜中の一部の領域には、
０．５～２０ｎｍの結晶領域を観測することができる。微結晶シリコン膜の場合、ラマン
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スペクトルは５２０ｃｍ-1よりも低波数側にシフトしている。Ｘ線回折ではシリコンの結
晶格子に由来するとされる（１１１）（２２０）の回折ピークが観測される。微結晶半導
体膜は、珪化物の気体、例えばＳｉＨ4、Ｓｉ2Ｈ6、Ｓｉ2Ｈ2Ｃｌ2、ＳｉＨＣｌ3、Ｓｉ
Ｃｌ4、又はＳｉＦ4のグロー放電分解（プラズマＣＶＤ）により、３００℃以下の成膜温
度で形成される。Ｆ2、ＧｅＦ4を上記珪化物の気体に混合させてもよい。
【００５２】
　第１の半導体膜５０５上に、ｎ型不純物（リン又はヒ素）を含む第２の半導体膜５０６
を形成する。第２の半導体膜５０６は、ｎ型不純物の代わりに又はｎ型不純物と共にｐ型
不純物（ホウ素）を含むものでもよい。第２の半導体膜５０６の結晶性は、非晶質、微結
晶、多結晶のいずれでもよい。また、前述のゲッタリング処理によって金属元素が拡散し
たリンを含むシリコン膜を、第２の半導体膜５０６として利用することができる。そのこ
とによって、上記金属元素が拡散したリンを含むシリコン膜を除去する工程が必要なくな
る。
【００５３】
　第１の半導体膜５０５及び第２の半導体膜５０６をパターニングし、図５（Ｃ）に示す
ように島状の第１の半導体膜５０５ａと島状の第２の半導体膜５０６ａが得られる。公知
のフォトリソクラフィー法によってパターニングしてもよいが、レーザー直接描画装置を
用いてフォトマスクなしにパターニングすることもできる。
【００５４】
　次に、島状にパターニングされた第２の半導体膜５０６表面の領域５０７に、有機溶剤
としてテトラデカン、デカノール、オクタノールのような、沸点が１５０℃を超える高沸
点溶剤を塗布する。有機溶剤が塗布される領域５０７は、少なくともゲート電極（配線）
５０２の一部と重なる領域とする。領域５０７に塗布する有機溶剤は、後にソース及びド
レイン電極を形成するために使用する流動体のぬれ性を高めることができるものでなけれ
ばならない。
【００５５】
　図５（Ｄ）に示すように、ソース及びドレイン電極５０８、５０９を、実施の形態１と
同様に液滴吐出法を用いて形成する。吐出させる流動体は、実施の形態１に示したものを
使用すればよい。例えば、粒径が１ｎｍ以上１００ｎｍ以下の銀を主成分とする微粒子を
含有し当該微粒子がテトラデカン中に分散した流動体を、インクジェットヘッドなどから
吐出させた後、所定の条件で焼成することによって硬化させると、銀を主成分とするソー
ス及びドレイン電極５０８、５０９が形成される。
【００５６】
　領域５０７に塗布された有機溶剤が残存した状態で、領域５０７から有機溶剤が塗布さ
れないゲート絶縁膜の第２の層５０４の表面にわたって上記流動体を吐出させる。吐出し
た流動体は第２の半導体膜５０６の表面に沿って広がるので、実施の形態１と同様の形状
のソース及びドレイン電極５０８、５０９が得られる。すなわち、ゲート電極（配線）５
０２上においてソース及びドレイン電極５０８、５０９の間に挟まれた湾曲部（湾曲した
隙間）が存在する。その湾曲した隙間を介して隣り合う、ソース及びドレイン電極５０８
、５０９それぞれの端部は、一方は凹状に湾曲し、他方は凸状に湾曲している。そして、
一方の端部の凹状の湾曲に沿うように、他方の端部は凸状に湾曲している。
【００５７】
　図５（Ｅ）に示すように、ソース及びドレイン電極５０８、５０９をマスクとして、島
状にパターニングされた第２の半導体膜５０６をエッチングし、ソース及びドレイン領域
５１０、５１１を形成する。エッチングの際に、異方性エッチング可能なドライエッチン
グ法を用いる。また、第２の半導体膜５０６と共に第１の半導体膜５０５表面の一部がエ
ッチングされて、いわゆるチャネルエッチ型薄膜トランジスタとなってもよい。このよう
な場合は、ゲート絶縁膜の第２の層５０４の表面が露呈しないような条件で、エッチング
しなければならない。形成されたソース及びドレイン領域５１０、５１１は、ソース及び
ドレイン電極５０８、５０９と同様の湾曲を有する形状となる。
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【００５８】
　領域５０７に有機溶剤を塗布する工程を含む本実施の形態にしたがって得られた薄膜ト
ランジスタは、実施の形態１と同様、チャネル長Ｌが短く、チャネル幅Ｗが大きくなって
いる。
【００５９】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、実施の形態１に示した薄膜トランジスタをダブルゲート構造にした
例を示す。
【００６０】
　図６（Ａ）に示すように、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板いずれかの基板６
０１上に、ゲート電極（配線）６０２、６０３を例えば液滴吐出法を用いて形成する。
【００６１】
　図６（Ｂ）に示すように、ゲート電極（配線）６０２、６０３上及び基板６０１上に、
ゲート絶縁膜６０４としてポリイミド膜を例えばスピンコート法により形成する。実施の
形態１と同様、ゲート絶縁膜６０４はポリイミド膜に限定されない。
【００６２】
　図６（Ｃ）に示すように、ゲート絶縁膜６０４の表面の領域６０５、６０６に、例えば
液滴吐出法を用いて有機溶剤を塗布する。領域６０５とは少なくともゲート電極（配線）
６０２の一部と重なる領域であり、領域６０６とは少なくともゲート電極（配線）６０３
の一部と重なる領域である。領域６０５、６０６に塗布する有機溶剤は、実施の形態１に
示した高沸点溶剤である。
【００６３】
　図６（Ｄ）に示すように、液滴吐出法により、ゲート絶縁膜６０４上にソース及びドレ
イン電極６０７、６０８、６０９を形成する。ソース及びドレイン電極６０７、６０８、
６０９が形成される領域は、ゲート絶縁膜６０４上において、有機溶剤が塗布された領域
６０５、６０６から有機溶剤が塗布されない領域にわたる。
【００６４】
　図６（Ｅ）に示すように、ペンタセンなどの有機半導体を、蒸着、液滴吐出法又はスク
リーン印刷法を用いて形成することによって、半導体膜６１０を形成する。半導体膜６１
０は有機半導体に限定されず、シリコン膜をＣＶＤ法で形成してもよい。この場合のシリ
コン膜の結晶性は、特に限定されない。半導体膜６１０は、ソース及びドレイン電極６０
７、６０８間と６０８、６０９間にゲート絶縁膜６０４と接するように形成されると共に
、ソース及びドレイン電極６０７、６０８、６０９とも接するように形成される。
【００６５】
　ゲート電極（配線）６０２上において、ソース及びドレイン電極６０７、６０８の間に
挟まれた湾曲部（湾曲した隙間）が存在する。また、ゲート電極（配線）６０３上におい
て、ソース及びドレイン電極６０８、６０９の間に挟まれた湾曲部（湾曲した隙間）が存
在する。それらの湾曲した隙間を介して隣り合う、ソース及びドレイン電極それぞれの端
部は、一方は凹状に湾曲し、他方は凸状に湾曲している。そして、一方の端部の凹状の湾
曲に沿うように、他方の端部は凸状に湾曲している。
【００６６】
　本実施の形態に示すようにダブルゲート構造を採用することによって、実施の形態１に
示すシングルゲート構造に比べて薄膜トランジスタのオフ電流を低減することができる。
【００６７】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、実施の形態２に示した薄膜トランジスタをダブルゲート構造にした
例を示す。
【００６８】
　図７（Ａ）に示すように、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板いずれかの基板７
０１上に、ゲート電極（配線）７０２、７０３を例えば液滴吐出法を用いて形成する。
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【００６９】
　次に、ゲート絶縁膜の第１の層７０４として、例えばシリコンと酸素との結合で骨格構
造が構成された膜（耐熱性平坦化膜）を、スピンコート法などによりシロキサン系ポリマ
ーを塗布し、焼成して形成する。さらに、ゲート絶縁膜の第２の層７０５として、例えば
窒化珪素膜を形成する。実施の形態２と同様、他の絶縁膜を用いて、第１の層７０４及び
第２の層７０５を形成してもよい。ただし、第２の層７０５は、第１の層７０４と異なる
材料で形成する。上記のように２層でなく、１層のみでゲート絶縁膜を形成してもよい。
【００７０】
　図７（Ｂ）に示すように、ゲート絶縁膜の第２の層７０５上に、第１の半導体膜７０６
として例えば非晶質シリコン膜をＣＶＤ法により形成する。第１の半導体膜７０６の結晶
性は、非晶質に限定されず、微結晶でも多結晶でもよい。第１の半導体膜７０６上に、第
２の半導体膜７０７として例えばｎ型不純物を含む微結晶シリコン膜を形成する。第２の
半導体膜７０７は、ｐ型不純物を含むものでもよい。また、第２の半導体膜７０７の結晶
性は、微結晶に限定されず、非晶質、多結晶いずれでもよい。
【００７１】
　第１の半導体膜７０６及び第２の半導体膜７０７をパターニングし、図７（Ｃ）に示す
ように島状の第１の半導体膜７０６ａ、７０６ｂと島状の第２の半導体膜７０７ａ、７０
７ｂが得られる。レーザー直接描画装置を用いて、フォトマスクなしに、第１の半導体膜
７０６及び第２の半導体膜７０７をパターニングすることができる。
【００７２】
　次に、島状の第２の半導体膜７０７ａ、７０７ｂそれぞれの表面の領域７０８ａ、７０
８ｂに、有機溶剤を塗布する。領域７０８ａは少なくともゲート電極（配線）７０２の一
部と重なる領域とし、領域７０８ｂは少なくともゲート電極（配線）７０３の一部と重な
る領域とする。領域７０８ａ、７０８ｂに塗布する有機溶剤は、後にソース及びドレイン
電極を形成するために使用する流動体のぬれ性を高めることができ、且つ塗布後すぐに乾
くことのない高沸点溶剤でなければならない。
【００７３】
　図７（Ｄ）に示すように、ソース及びドレイン電極７０９、７１０、７１１をインクジ
ェット技術を用いて形成する。吐出させる流動体は、例えば、粒径が１ｎｍ以上１００ｎ
ｍ以下の銀を主成分とする微粒子を含有し当該微粒子がテトラデカン中に分散した流動体
を用いることができる。ソース及びドレイン電極７０９、７１０、７１１は、領域７０８
ａ、７０８ｂ上から有機溶剤が塗布されないゲート絶縁膜の第２の層７０５上にわたって
形成される。
【００７４】
　ゲート電極（配線）７０２上において、ソース及びドレイン電極７０９、７１０の間に
挟まれた湾曲部（湾曲した隙間）が存在する。また、ゲート電極（配線）７０３上におい
て、ソース及びドレイン電極７１０、７１１の間に挟まれた湾曲部（湾曲した隙間）が存
在する。それらの湾曲した隙間を介して隣り合う、ソース及びドレイン電極それぞれの端
部は、一方は凹状に湾曲し、他方は凸状に湾曲している。そして、一方の端部の凹状の湾
曲に沿うように、他方の端部は凸状に湾曲している。
【００７５】
　図７（Ｅ）に示すように、ソース及びドレイン電極７０９、７１０、７１１をマスクと
して、島状の第２の半導体膜７０７ａ、７０７ｂをエッチングし、ソース及びドレイン領
域７１２、７１３、７１４、７１５を形成する。エッチングの際に、異方性エッチング可
能なドライエッチング法を用いる。形成されたソース及びドレイン領域７１２、７１３、
７１４、７１５は、ソース及びドレイン電極７０９、７１０、７１１と同様の湾曲を有す
る形状となる。
【００７６】
　本実施の形態に示すようにダブルゲート構造を採用することによって、実施の形態２に
示すシングルゲート構造に比べて薄膜トランジスタのオフ電流を低減することができる。
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【００７７】
　以上説明した実施の形態１乃至４では、ボトムゲート型の薄膜トランジスタを形成した
。しかし、本明細書に開示する発明は、ボトムゲート型の薄膜トランジスタに限定されず
、ゲート電極がチャネル形成領域上に設けられた、いわゆる正スタガ型の薄膜トランジス
タにも適用できる。
【実施例１】
【００７８】
　本明細書に開示する発明によって形成された、半導体素子の１つである薄膜トランジス
タは、各種表示装置に適用される。適用される表示装置として、例えば液晶表示装置、エ
レクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置が挙げられるが、薄膜トランジスタを使用する
表示装置であればこれらに限定されない。
【００７９】
　エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置の画素部の例を、図８（Ａ）及び（Ｂ）に
回路図で示す。なお、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置の画素部は、これら２
つの例に限定されるものではない。
【００８０】
　図８（Ａ）に示すのは、１画素につき２つの薄膜トランジスタを有するタイプである。
８０１、８０２はいずれも薄膜トランジスタを示し、発光素子８０３は薄膜トランジスタ
８０２のソース電極又はドレイン電極に接続されている。８０４は容量素子を示す。薄膜
トランジスタ８０１は例えばｎチャネル型、薄膜トランジスタ８０２は例えばｐチャネル
型である。薄膜トランジスタ８０１において、ゲート電極は走査線に接続され、ソース電
極又はドレイン電極は信号線に接続されている。
【００８１】
　図８（Ｂ）に示すのは、１画素につき３つの薄膜トランジスタを有するタイプである。
８０５、８０６、８０７はいずれも薄膜トランジスタを示し、発光素子８０８は薄膜トラ
ンジスタ８０７のソース電極又はドレイン電極に接続されている。８０９は容量素子を示
す。薄膜トランジスタ８０５は例えばｎチャネル型、薄膜トランジスタ８０６は例えばｎ
チャネル型、薄膜トランジスタ８０７は例えばｐチャネル型である。薄膜トランジスタ８
０５において、ゲート電極は走査線に接続され、ソース電極又はドレイン電極は信号線に
接続されている。
【００８２】
　本明細書に開示する発明を、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）に示す画素部の薄膜トランジス
タに適用することができる。
【００８３】
　図９（Ａ）、図９（Ｂ）及び図９（Ｃ）は、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装
置の画素部の例を断面図で示したものであり、ガラス基板、石英基板、プラスチック基板
いずれかの基板上に実施の形態２によって形成された薄膜トランジスタと、その薄膜トラ
ンジスタのソース電極又はドレイン電極と電気的に接続された発光素子を示す。
【００８４】
　図９（Ａ）の９０１は基板、９０２は薄膜トランジスタ、９０３はソース電極又はドレ
イン電極、９０４は透光性を有する第１の電極、９０５は電界発光層、９０６は第２の電
極、９０７は絶縁膜である。発光した光を基板９０１側（下側）に放射させる、いわゆる
ボトムエミッション型である。
【００８５】
　図９（Ｂ）の９１１は基板、９１２は薄膜トランジスタ、９１３はソース電極又はドレ
イン電極、９１４は第１の電極、９１５は電界発光層、９１６は透光性を有する第２の電
極、９１７及び９１８は絶縁膜である。発光した光を基板９１１側とは反対側（上側）に
放射させる、いわゆるトップエミッション型である。
【００８６】
　図９（Ｃ）の９２１は基板、９２２は薄膜トランジスタ、９２３はソース電極又はドレ
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イン電極、９２４は透光性を有する第１の電極、９２５は電界発光層、９２６は透光性を
有する第２の電極、９２７は絶縁膜である。発光した光を基板９２１側とは反対側（上側
）及び基板９２１側（下側）に放射させるいわゆるデュアルエミッション型である。
【００８７】
　透光性を有する第１の電極又は第２の電極として、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、酸
化珪素を含むインジウム錫酸化物、酸化亜鉛と酸化インジウムを含むインジウム亜鉛酸化
物（ＩＺＯ）を用いることができ、スパッタ法又は液滴吐出法により形成できる。
【００８８】
　図９（Ａ）、図９（Ｂ）及び図９（Ｃ）に示す、絶縁膜９０７、９１８、９２７は、第
１の電極の表面に達する開口が形成されている。その開口の断面は、電界発光層及び第２
の電極の被覆性を高めるために、曲率半径が連続的に変化し丸みを帯びた形状であること
が好ましい。絶縁膜９０７、９１８、９２７及び９１７として、酸化珪素、窒化珪素など
の無機絶縁膜、ポリイミドなどの有機樹脂膜、シロキサン系ポリマーを塗布し焼成して得
られる前述の耐熱性平坦化膜を使用することができる。
【００８９】
　図９（Ａ）、図９（Ｂ）及び図９（Ｃ）において、第１の電極と第２の電極の一方は陽
極、他方は陰極となる。電界発光層９０５、９１５、９２５は、第１の電極が陽極で第２
の電極が陰極なら、正孔輸送層、有機発光層、電子輸送層の順に積層して形成され、第１
の電極が陰極で第２の電極が陽極なら、電子輸送層、有機発光層、正孔輸送層の順に積層
して形成される。陽極と正孔輸送層の間に正孔注入層、陰極と電子輸送層の間に電子注入
層を設けてもよい。有機発光層は、液滴吐出法、印刷法、真空蒸着法のいずれかを用いて
形成することができ、高分子系の発光材料、低分子系の発光材料のいずれも使用すること
ができる。
【００９０】
　本明細書に開示する発明は、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置の画素部に用
いられる薄膜トランジスタに適用できるだけでなく、走査線駆動回路、信号線駆動回路を
薄膜トランジスタで形成する場合にも適用できる。これらの駆動回路に使用される薄膜ト
ランジスタは、高速動作が求められる。したがって、本明細書に開示する発明による、チ
ャネル幅Ｗの大きい薄膜トランジスタは、オン電流が高く、動作速度が高いため、上記駆
動回路に使用するのに適している。
【００９１】
　図１０（Ａ）、図１０（Ｂ）及び図１０（Ｃ）は、本明細書に開示する発明が適用され
る液晶表示装置、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置などの表示装置の構成を示
す上面図である。
【００９２】
　図１０（Ａ）において、基板１０００上に、複数の画素１００２がマトリクス状に配列
した画素部１００１、走査線側入力端子１００３、信号線側入力端子１００４が形成され
ている。画素１００２は、走査線側入力端子１００３から延在する走査線と、信号線側入
力端子１００４から延在する信号線とが交差することで、マトリクス状に配列している。
画素１００２それぞれは、スイッチング素子と画素電極を備えている。スイッチング素子
の代表例が薄膜トランジスタである。図１０（Ａ）は、走査線及び信号線へ入力する信号
を、走査線側入力端子１００３及び信号線側入力端子１００４を介して基板外部に接続さ
れる駆動回路により制御する表示装置の例であるが、基板上に駆動回路を形成するＣＯＧ
方式でもよい。
【００９３】
　図１０（Ｂ）は、画素部１０１１及び走査線駆動回路１０１２を基板１０１０上に形成
した例である。１０１４は、図１０（Ａ）と同様の信号線側入力端子である。また図１０
（Ｃ）は、画素部１０２１、走査線駆動回路１０２２及び信号線駆動回路１０２４を基板
１０２０上に形成した例である。
【００９４】
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　図１０（Ｂ）に示す走査線駆動回路１０１２、図１０（Ｃ）に示す走査線駆動回路１０
２２及び信号線駆動回路１０２４は、薄膜トランジスタにより形成され、画素部に設けら
れる薄膜トランジスタと同時に形成することができる。ただし、走査線駆動回路と信号線
駆動回路は高速動作が求められるため、これらに使用する薄膜トランジスタには、非晶質
半導体膜よりも移動度の高い、微結晶半導体膜又は多結晶半導体膜をチャネル形成領域に
用いた薄膜トランジスタを選択すべきである。
【００９５】
　本明細書に開示する発明により作製した薄膜トランジスタは、図１０（Ａ）、図１０（
Ｂ）及び図１０（Ｃ）に示す画素部に少なくとも適用することができ、図１０（Ｂ）に示
す走査線駆動回路１０１２、図１０（Ｃ）に示す走査線駆動回路１０２２及び信号線駆動
回路１０２４にも適用することができる。
【００９６】
　エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）表示装置に限らず、液晶表示装置の少なくとも画素
部、更には駆動回路にも、本明細書に開示する発明により作製した薄膜トランジスタを適
用できる。
【００９７】
　本実施例では、本明細書に開示する発明が適用される液晶表示装置の一例を図１１に示
す。液晶表示装置は、図１１に示す例に限定されない。
【００９８】
　第１の基板１１０１と第２の基板１１０２との間に液晶層１１０４を有し、これらの基
板同士はシール材１１００により接着されている。第１の基板１１０１には画素部１１０
３が形成され、第２の基板には着色層１１０５が形成されている。着色層１１０５は、カ
ラー表示を行う際に必要であり、ＲＧＢ方式の場合は、赤、緑、青の各色に対応した着色
層が、各画素に対応して設けられている。第１の基板１１０１及び第２の基板１１０２の
外側には、それぞれ偏光板１１０６、１１０７が設けられている。また、偏光板１１０７
の表面には、保護膜１１１６が形成されており、外部からの衝撃を緩和している。
【００９９】
　画素部１１０３には薄膜トランジスタが形成されており、本明細書に開示する発明によ
る薄膜トランジスタを適用することができる。
【０１００】
　第１の基板１１０１に設けられた接続端子１１０８には、ＦＰＣ１１０９を介して配線
基板１１１０が接続されている。ＦＰＣ１１０９又は接続配線には駆動回路１１１１（Ｉ
Ｃチップなど）が設けられ、配線基板１１１０には、コントロール回路や電源回路などの
外部回路１１１２が設けられている。
【０１０１】
　冷陰極線管１１１３、反射板１１１４及び光学フィルム１１１５はバックライトユニッ
トであり、これらが光源となる。第１の基板１１０１、第２の基板１１０２、上記光源、
配線基板１１１０、及びＦＰＣ１１０９は、ベゼル１１１７で保持及び保護されている。
【実施例２】
【０１０２】
　本実施例では、実施例１に記載した表示装置を搭載した電子機器を示す。表示装置を搭
載した電子機器の例として、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコ
ンピュータ、携帯電話機などが挙げられる。しかし、本明細書に開示する発明が適用され
る表示装置は、これらの電子機器に搭載される場合に限定されない。
【０１０３】
　図１２に、テレビジョン装置の一例を示す。１２０１は筐体、１２０２は表示部、１２
０３はスピーカー、１２０４は操作部、１２０５はビデオ入力端子を示す。本明細書に開
示する発明が適用された表示装置は、表示部１２０２に用いられる。
【０１０４】
　図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）に、デジタルカメラの一例を示す。図１３（Ａ）はデジ
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ッチ、１３０３はファインダー窓、１３０４はストロボ、１３０５はレンズ、１３０６は
筐体を示す。図１３（Ｂ）は上記デジタルカメラを後方からみた図であり、１３０７はフ
ァインダー接眼窓、１３０８はモニター、１３０９及び１３１０は操作ボタンを示す。本
明細書に開示する発明が適用された表示装置は、モニター１３０８に用いられる。
　                                                                      
【０１０５】
　上記テレビジョン装置及びデジタルカメラに限らず、表示部やモニターを有する電子機
器に、本明細書に開示する発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】実施の形態１による薄膜トランジスタの作製工程を示す断面図。
【図２】実施の形態１による薄膜トランジスタの作製工程を示す上面図。
【図３】実施の形態１及び比較例による薄膜トランジスタの上面写真。
【図４】実施の形態１及び比較例による薄膜トランジスタのＶG－ＩD特性を示す図。
【図５】実施の形態２による薄膜トランジスタの作製工程を示す断面図。
【図６】実施の形態３による薄膜トランジスタの作製工程を示す断面図。
【図７】実施の形態４による薄膜トランジスタの作製工程を示す断面図。
【図８】実施例１に示すＥＬ表示装置の画素部の回路図。
【図９】実施例１に示すＥＬ表示装置の画素部の断面図。
【図１０】実施例１に示す表示装置の構成を示す上面図。
【図１１】実施例１に示す液晶表示装置を示す図。
【図１２】実施例２に示す電子機器を示す図。
【図１３】実施例２に示す電子機器を示す図。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０１　基板
　１０２　ゲート電極（配線）
　１０３　ゲート絶縁膜
　１０４　領域
　１０５、１０６　ソース及びドレイン電極
　１０７　半導体膜
　２０１、２０２　流動体
　２０３、２０４　端部
　５０１　基板
　５０２　ゲート電極（配線）
　５０３　第１の層
　５０４　第２の層
　５０５　第１の半導体膜
　５０６　第２の半導体膜
　５０７　領域
　５０８、５０９　ソース及びドレイン電極
　５１０、５１１　ソース及びドレイン領域
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